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１2月に発生した詐欺の手口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内で特殊詐欺被害が多発しています！

 

 １月～12 月の被害 

 53 件 3 億 5,667 万円 
※前年１～１２月 

３２件１億８，７４１万円 

※数値は暫定。 

今後変わる場合があります。 

令和6年 

12月２4日 

官公庁、警察官及び検察官を名乗り、「ﾏﾈｰﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞの疑いがあり、

身の潔白を証明するには口座のお金をﾁｪｯｸする必要がある」との

名目で、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞを使用して 5回振り込んでしまった。 

8月 22日 

警察官及び検察官を名乗り、「口座が特殊詐欺に使われ詐欺ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟに関与している容疑がかかっており、潔白を証明するために口

座を調べる必要がある」という名目で ATM で、3 回振り込んでし

まった。 

11月23日 

有料ｻｲﾄを名乗り、「誤った操作により損失が出たので、補填として

現金を振り込む必要がある」との名目で、ATM で合計 14 回振り

込んでしまった。 

11月28日 

長男及び病院を名乗り、「病院受診時に財布を紛失し、仕事で金が

必要なのでお金を準備してほしい」との名目で、長男の会社関係

者の息子を名乗る者に、自宅で2回渡してしまった。 
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特殊詐欺対策機器購入費補助金の 
申請受付終了まで残りわずか！ 
特殊詐欺被害防止効果が期待できる電話機等購入に補助を行っ

ています。過去に申請いただいた方からは、『効果に実感がある』、

『以前より安心できた』と回答をいただいております。是非この

機会にご利用ください。 

 

☆補助対象者（以下の全てを満たす方） 
1.満 65 歳以上の方 

2.狭山市に住民登録のある方 

3.補助対象者又は同一世帯に属する者が、 

補助金の交付を受けていないこと 

（※１世帯１台限り） 

4.市税を滞納していない方 

☆補助内容（申請期限：令和８年２月２７日（金）） 

全国防犯協会連合会が優良防犯電話として推奨している特殊詐欺対策機

器について、購入費用の２分の１に相当する額を補助。（上限 5,000 円） 
１.自動応答・録音機能を内蔵する固定電話 

２.固定電話に接続する自動応答・録音機能のある装置 

※狭山市内所在の店舗で新品購入した特殊詐欺対策機器が対象 
（購入日から１年以内のもの） 

※補助額は 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額 

☆申請時の必要書類 

1.申請書（交通防犯課・各地区センター窓口にて配布） 

2.領収書（金額・購入日・機種名が記載されたもの） 

3.取扱説明書 

4.本人確認書類（顔写真付きのものは１種類、顔写真の無いものは２種類） 

5.委任状（代理人が申請する場合のみ） 

6.通帳又はキャッシュカード（補助対象者の名義のものに限る） 

以上の書類をご準備の上、市役所交通防犯課へ！！ 

対象の機器の種類、その他 

申請方法等の詳細について

は、市 HP をご参照ください。 

 

 

  


